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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分）

改 正 後 改 正 前

別表第１ 別表第１

１ 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医薬品（専ら疾 １ 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医薬品（専ら疾

病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、 病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、

人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。以 人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。以

下同じ。）を除く。） 下同じ。）を除く。）

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略）

⑺ アダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続２］ （新設）

⑻～(24) （略） ⑺～(23) （略）

(25) イデュルスルファーゼ ベータ（遺伝子組換え） （新設）

(26)～(74) （略） (24)～(72) （略）

(75) ガルカネズマブ（遺伝子組換え） （新設）

(76)～(94) （略） (73)～(91) （略）

(95) 乾燥濃縮人α ―プロテイナーゼインヒビター （新設）１

(96)～(140) （略） (92)～(136) （略）

(141) シモクトコグ アルファ（遺伝子組換え） （新設）

(142)～(291) （略） (137)～(286) （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

別表第２ 別表第２

１ 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医薬品を除く。 １ 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医薬品を除く。

） ）

⑴～(10) （略） ⑴～(10) （略）

(11) 乾燥濃縮人α ―プロテイナーゼインヒビター (新設)１

(12)～(56) （略） (11)～(55) （略）

２ （略） ２ （略）


